
調査票の記入（入力）について 

「基本情報」・・・原則として、記入年月日現在における内容を記載。 

（別の指示がある場合には、それに従うこと。） 

 

◆入力における注意事項◆ 

文 字 

全角文字 

※カタカナも全角 

（注）代表者等の氏名は、名字と名前の間にスペースは不要 

○ 公表太郎        × 公表 太郎 

     ○ 社会福祉法人公表会   × 社会福祉法人 公表会 

数 字 

半角数字 

 ＜例＞ 事業者番号  2100000000 

      郵便番号   500-8385  （ハイフンも半角で入力） 

     電話番号   058-273-1111 

     年月日    2006/7/13  （西暦で記入） 

     時間     9:00～17:00 （24 時間表記で記入） 

数 値 

小数点以下の数値を記載する場合は、下記により端数を切り捨てる 

ァ 人数に関すること（常勤換算人数など） 

     小数点第１位まで記入 

ィ その他（事業所の面積、入所者の年齢など） 

     小数点第２位まで記入 

その他 

公表システムでは、異なる閲覧環境（パソコンの機種やＯＳ・ブラウザの違いなど）

でもご覧いただけるよう、文字コードに『Shift-JIS』を用いており、事業者の方からの

情報の一部を代替文字やひらがなにて表記しております。このため、住所やお名前等を

実際とは異なる表記をすることがありますが、ご理解いただきますようお願いします。 

 

◆市区町村コード一覧表◆ 

コード 市町村名 コード 市町村名 コード 市町村名 

２１２０１６  岐阜市 ２１２１５６  山県市 ２１３８３７  安八町 

２１２０２４  大垣市 ２１２１６４  瑞穂市 ２１４０１９  揖斐川町 

２１２０３２  高山市 ２１２１７２  飛騨市 ２１４０３５  大野町 

２１２０４１  多治見市 ２１２１８１  本巣市 ２１４０４３  池田町 

２１２０５９  関市 ２１２１９９  郡上市 ２１４２１３  北方町 

２１２０６７  中津川市 ２１２２０２  下呂市 ２１５０１５  坂祝町 

２１２０７５  美濃市 ２１２２１１  海津市 ２１５０２３  富加町 

２１２０８３  瑞浪市 ２１３０２１  岐南町 ２１５０３１  川辺町 

２１２０９１  羽島市 ２１３０３９  笠松町 ２１５０４０  七宗町 

２１２１０５  恵那市 ２１３４１１  養老町 ２１５０５８  八百津町 

２１２１１３  美濃加茂市 ２１３６１６  垂井町 ２１５０６６  白川町 

２１２１２１  土岐市 ２１３６２４  関ケ原町 ２１５０７４  東白川村 

２１２１３０  各務原市 ２１３８１１  神戸町 ２１５２１０  御嵩町 

２１２１４８  可児市 ２１３８２９  輪之内町 ２１６０４６  白川村 

 



「調査情報」・・・調査の時点は、報告日現在。 

過去の実績等の調査対象期間は、報告された情報の作成日の前１年間。 

 

◆面接調査の方法◆ 

 

調査の時点及び期間 

調査の時点は、報告日現在とする。また、過去の実績等の調査対象期間は、報告された情報の作成日

の前１年間とする。 

 

確認のための材料の調査方法にかかる共通的事項 

 

① 調査は、調査情報の確認のための材料のうち、事業者が、当該材料がある旨報告した事項について
行う。 

 

② 一体的な報告・調査を行う区分の各区分内において一体的に運営されているサービスの調査情報に
ついては、同一の事業者による取組であり、基本的にすべてのサービスについて共通しているとい

う考え方を前提として、調査についても、原則報告された主たるサービスについて調査を行い、そ

の他のサービスについては、主たるサービスの調査をもって調査を行ったものとみなす。 

 

③ 確認のための材料の調査は、事業所が提示する当該材料の事実の有無を確認するものとし、調査員
は、当該材料の内容に関する良し悪しの評価、改善指導等を行わない。 

 

④ 確認のための材料欄の記述において、「Ａ、Ｂ又はＣ」とある場合は、Ａ、Ｂ、Ｃのうちいずれか１
つが確認できればよいものとし、「Ａ、Ｂ及びＣ」とある場合は、Ａ、Ｂ、Ｃの全てが確認できなけ

ればならないものとする。 

 

⑤ 確認のための材料のうち、利用者ごとの記録等の事実確認に当たっては、当該記録等の原本を１件
確認することで足りるものとする。 

 

⑥ 確認のための材料については、紙、電子媒体等の形式は問わない。 
 

⑦ 確認のための材料に記載している「利用者又はその家族」には、その代理人を含むものとして差し
支えないものとする。 

 

⑧ 調査情報にあらかじめ記載している確認のための材料の名称は、一般的に考えられるマニュアル、
実施記録等の名称を例示するものであり、各事業者における具体的な確認のための材料の名称は異

なって差し支えないものとする。（マニュアル等は、事業者自ら作成したもののほか、市販のマニュ

アル、テキスト等の活用の別を問わない。） 

 

⑨ 事業計画等当該公表にかかる介護サービス事業所又は施設を運営する法人全体の方針等に関わる確
認のための材料については、介護サービス事業所又は施設の単独の資料がなくとも、当該事業所又

は施設にかかる事業計画等であることが確認できれば差し支えないものとする。 

 

⑩ 会議、研修会等の実施記録の確認にあたっては、少なくとも、「当該会議等の題目、開催日、出席者
及び実施内容の概要」を確認するものとする。 

 



⑪ 各種研修については、事業者自ら実施するもの、または外部の研修へ参加させるものの別を問わな
い。 

 

⑫ 「確認のための材料」に規程しているマニュアルや規程の有無の確認を行う面接調査において、そ
の存在が確認されたときは、当該調査年度の翌年度以降は特段の事情が無い限り、あらためて当該

確認済材料の確認を行わない。 

  よって、前年度までの面接調査において、マニュアルや規程の有無の確認を行う「確認のための材料」 

  の存在が既に確認されている場合は、今年度以降の当該確認済材料の確認作業は省略される。 

  ※「介護サービス情報報告システム」、Excel調査票では、確認作業が省略される項目は「不要」の 

   文字が表示される。 

  ※ただし、報告は省略されないため、すべての項目の報告が必要になり、調査における確認作業の 

   み省略される。 

  ※また、当該事業者が報告の対象外となり、あらためて報告の対象となった場合は、再度確認が必 

   要となる。 

 

※ 報告システムでは、報告するサービスの対象となる項目のみが表示される。一方、Ｅｘｃｅｌ調査 

 票の様式は、一体的に報告するグループごとに作成されており、報告の対象ではないサービスがある 

 場合でも、それにかかる項目もあわせて表示される。 

 ＜例＞ 訪問看護・介護予防訪問看護サービスを実施している場合 

  訪問看護・介護予防訪問看護・療養通所介護の３サービスが一体的に報告するグループとなってい 

 る。 

  療養通所介護のみが対象となる項目が多数あり、それらは報告システムでは表示されないが、Ｅｘ 

 ｃｅｌ調査票では「データ」欄が空欄で表示される。 

 Ｅｘｃｅｌ調査票で報告される場合は、対象外の項目には報告されないよう注意。 

 また、たとえ調査をしたとしても、システム上公表することはできない。 

 

◆調査情報記入における注意事項◆ 

「その他」欄 

あらかじめ記載されている「確認のための材料」はないが、「確認事項」及び「確認のための材料」

の内容を踏まえて、あらかじめ記載されていない「確認のための材料」を報告することが可能な場合

に、その具体的な材料名を記載する。当該「確認事項」において、あらかじめ記載されている「確認

のための材料」を「あり」と報告されている場合は、『その他』欄を使用する必要はない。 

※『その他』欄は、備考欄やコメント欄として使用するものではないため、提示できない理由、予定 

 等は記入しない。（×：口頭で説明している、来月実施予定、対象者なし等） 

※『その他』欄の「なし」にチェックを入れ、登録後は、「その他」欄の「あり」「なし」は表示され 
 ず、空欄になるが、項目が削除された訳ではない。 

「該当なし」欄 （該当がない確認事項の取扱） 

確認事項の一部に設けている「□ 該当なし」欄については、事業所において当該項目にかかる取

り組みを行っていない場合等に記載する。例えば、「利用者ごとの金銭管理の記録及び利用者又はその

家族への報告を行っている」という確認事項について、当該事業所として取組自体がない場合に「□ 

該当なし」となり、事業所として取組自体はあるものの、当該報告にかかる調査の対象期間内に該当

する事例が生じていない場合については「なし」に記載する。 

当該確認事項にかかる取組を行っておらず『該当なし』となる場合は、「確認のための材料」は、全

て「なし（０）」になります。（該当しない事項についての実績等は存在し得ないため） 

 


